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調査報告書

業 務 名 称

事 務 所 名

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所

鋼板接着(歩掛)

導水管設置(歩掛) 32A SUS304(取付金具･伸縮継手設置を含む)

1.調査概要

依 頼 番 号

工 事 件 名

m

m

発泡面木 W=40mm(接着剤含む)

ｺﾞﾑ樋帆布入り W300×2t

m

岐国-管二-007

水切り材設置(歩掛)

m2

排水管設置(歩掛) 65A SUS304(取付金具･伸縮継手設置を含む)

第 10号代価表

第 11号代価表

25.2

22

27

m 11

m 0.7

kg

ｼｰﾙ材設置(歩掛) ｼﾘｺﾝ系 ⊿6×6

（条件）

数 量

1.14

規　格

二次止水ｺﾞﾑ樋設置工(歩掛)

名　称 単 位 摘　要

第  1号代価表

第  2号代価表

第  3号代価表

第  4号代価表

第  5号代価表

第  6号代価表

第  7号代価表

第  8号代価表

第  9号代価表

第 12号代価表

第 13号代価表

ｼｰﾙ材設置(歩掛) ｼﾘｺﾝ系 ⊿3×3 m 3.6

検査路架設(歩掛) 上部工検査路 t 2.5

ｼｰﾙ材設置(歩掛) ｼﾘｺﾝ系 ⊿16×16 m 19

箇所 48

ｼｰﾙ材設置(歩掛) ｼﾘｺﾝ系 ⊿27×27 m 45

ｼｰﾙ材設置(歩掛) ｼﾘｺﾝ系

不陸処理(歩掛) ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ t=3mm m2 0.14

8

検査路架設(歩掛) ｱｰﾁﾘﾌﾞ基部検査路 t 8.7

既設歩廊撤去(歩掛) ｶﾞｽ切断を含む

既設歩廊復旧材取付(歩掛) L-50×50×6 現場溶接含む kg 2



第  1号代価表 鋼板接着(歩掛)

10 m2 当り

*

普通作業員 人 8.77 *

橋りょう特殊工 人 26.32

摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 8.77 *

名　称 規　格 単 位 数 量

日当り施工量 m2/日 1.14

諸雑費 % 22

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､発動発電機の賃料､燃料･油脂類､架設工具､消耗材料等であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 水切り材設置(歩掛)

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 2.27

発泡面木 W=40mm(接着剤含む) 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

*

諸雑費 % 4

普通作業員 人 2.27

*

特殊作業員 人 2.27 *

日当り施工量 m/日 44

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､接着剤､消耗品､下地処理用工具等の費用であり､労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第  3号代価表 二次止水ｺﾞﾑ樋設置工(歩掛)

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.77

ｺﾞﾑ樋帆布入り W300×2t 10 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

*

諸雑費 % 12

普通作業員 人 0.77

*

特殊作業員 人 1.54 *

日当り施工量 m/日 13

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､工具類､消耗材､電力に関する経費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  4号代価表 導水管設置(歩掛)

摘　要 諸雑費

普通作業員 人 0.71

32A SUS304(取付金具･伸縮継手設置を含む) 10 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

日当り施工量 m/日 14

*

諸雑費 % 10

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､導水管据付に関する雑機材費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第  5号代価表 ｼｰﾙ材設置(歩掛)

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 1.01

ｼﾘｺﾝ系 ⊿6×6 10 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

*

諸雑費 % 7

普通作業員 人 1.01

*

特殊作業員 人 4.04 *

日当り施工量 m/日 9.9

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､発動発電機の賃料および燃料･油脂類､消耗材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  6号代価表 排水管設置(歩掛)

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.40

65A SUS304(取付金具･伸縮継手設置を含む) 10 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

諸雑費 式 1 端数整理

普通作業員 人 0.70

特殊作業員 人 1.10

日当り施工量 m/日 13

（条件）



第  7号代価表 ｼｰﾙ材設置(歩掛)

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 1.01

ｼﾘｺﾝ系 ⊿3×3 10 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

*

諸雑費 % 7

普通作業員 人 1.01

*

特殊作業員 人 4.04 *

日当り施工量 m/日 9.9

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､発動発電機の賃料および燃料･油脂類､消耗材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  8号代価表 不陸処理(歩掛)

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 1.67

ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ t=3mm 10 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

*

諸雑費 % 7

普通作業員 人 1.67

*

特殊作業員 人 6.67 *

日当り施工量 m2/日 6

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､発動発電機の賃料および燃料･油脂類､消耗材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第  9号代価表 ｼｰﾙ材設置(歩掛)

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.25

ｼﾘｺﾝ系 ⊿27×27 10 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

*

諸雑費 % 7

普通作業員 人 0.25

*

特殊作業員 人 1.00 *

日当り施工量 m/日 40

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､発動発電機の賃料および燃料･油脂類､消耗材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第 10号代価表 ｼｰﾙ材設置(歩掛)

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.06

ｼﾘｺﾝ系 10 箇所 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

*

諸雑費 % 7

普通作業員 人 0.06

*

特殊作業員 人 0.25 *

日当り施工量 箇所/日 158

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､発動発電機の賃料および燃料･油脂類､消耗材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第 11号代価表 ｼｰﾙ材設置(歩掛)

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.25

ｼﾘｺﾝ系 ⊿16×16 10 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

*

諸雑費 % 7

普通作業員 人 0.25

*

特殊作業員 人 1.00 *

日当り施工量 m/日 40

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､発動発電機の賃料および燃料･油脂類､消耗材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第 12号代価表 検査路架設(歩掛)

摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 1.20

上部工検査路 1 t 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

*

ﾄﾗｯｸ運転 ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊 日 1.20
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 1.20

*

橋りょう特殊工 人 4.82 *

日当り施工量 t/日 0.83

諸雑費 % 4

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､架設工具等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第 13号代価表 検査路架設(歩掛)

摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 1.45

ｱｰﾁﾘﾌﾞ基部検査路 1 t 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

*

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 1.45

普通作業員 人 1.45

*

橋りょう特殊工 人 5.80 *

日当り施工量 t/日 0.69

諸雑費 % 5

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､架設工具等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第 14号代価表 既設歩廊撤去(歩掛)

摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 1.25

ｶﾞｽ切断を含む 10 kg 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

日当り施工量 kg/日 8

諸雑費 % 33

*

橋りょう特殊工 人 3.38 *

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､架設工具､消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第 15号代価表 既設歩廊復旧材取付(歩掛)

摘　要 諸雑費

橋りょう世話役 人 2.50

L-50×50×6 現場溶接含む 10 kg 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

日当り施工量 kg/日 4

諸雑費 % 14

*

橋りょう特殊工 人 5.00 *

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､電気溶接機､ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰの運転経費､溶接棒及び電力に関する経費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第  1号機械運転単価表 ﾄﾗｯｸ運転

ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊 1 日 当り

摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.00

名　称 規　格 単 位 数 量

ﾄﾗｯｸ賃料 ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊 供用日 1.23

軽油 ℓ 31.00

端数整理諸雑費 式 1

（条件）



業務名称 令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号 岐国-管二-007
工事件名

総括表
第  1号代価表
鋼板接着(歩掛)

第  2号代価表
水切り材設置(歩掛)

第  3号代価表
二次止水ｺﾞﾑ樋設置工(歩掛)

第  4号代価表
導水管設置(歩掛)

第  5号代価表
ｼｰﾙ材設置(歩掛)

第  6号代価表
排水管設置(歩掛)

第  7号代価表
ｼｰﾙ材設置(歩掛)

第  8号代価表
不陸処理(歩掛)

第  9号代価表
ｼｰﾙ材設置(歩掛)

第 10号代価表
ｼｰﾙ材設置(歩掛)

第 11号代価表
ｼｰﾙ材設置(歩掛)

第 12号代価表 第  1号機械運転単価表
検査路架設(歩掛) ﾄﾗｯｸ運転

第 13号代価表
検査路架設(歩掛)

第 14号代価表
既設歩廊撤去(歩掛)

第 15号代価表
既設歩廊復旧材取付(歩掛)




